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○紫波町脱炭素先行地域づくり事業補助金交付要綱 

令和５年９月19日告示第299号 

紫波町脱炭素先行地域づくり事業補助金交付要綱 

（目的） 

第１ この要綱は、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金（地域脱炭素移行・再エネ推進交付金）

交付要綱（令和４年環政計発2203301号。以下「国交付要綱」という。）に掲げる2050年カーボン

ニュートラルの実現及び2030年温室効果ガス排出削減目標の達成に貢献することを目的とし、予

算の範囲内で、紫波町補助金交付規則（昭和35年紫波町規則第15号。以下「規則」という。）及

びこの要綱により紫波町脱炭素先行地域づくり事業補助金（以下「補助金」という。）を交付す

る。 

（補助金の種類等） 

第２ 補助金の種類、補助の目的、補助事業者、補助対象事業及び補助金額は、別表１に定めると

おりとする。ただし、他の補助金等の交付を受ける経費は、対象外とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象としない。 

(１) 紫波町行政区設置規則（令和２年紫波町規則第18号）別表に掲げる行政区のうち水分地区

及び志和地区第８行政区（以下「対象地区」という。）に住所を有しない者で、かつ、実績報

告の期日までに対象地区に住所を有する見込みがない者 

(２) 対象地区内に本社または事業所等を有しない事業者 

(３) 町税その他の町の歳入を滞納している者 

(４) 紫波町暴力団排除条例（平成24年紫波町条例第30号）第２条第１号から第４号に掲げる者 

(５) その他町長が適当でないと認める者 

３ 設備を導入する土地若しくは建物（以下「物件」という。）が賃借している物件である場合は、

物件の所有者から当該事業の内容について承諾を得ていなければならない。 

４ 一の施設の一部において、申請者が事業のために占有しているときは、申請者が事業のために

占有している部分に係る経費のみを対象とする。ただし、対象経費を算出できない場合について

は、その全てを補助金の補助対象としない。 

（補助金の交付決定） 

第３ 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、これを審査した上で、補助金の可否

を決定し、通知するものとする。 

（軽微な変更） 
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第４ 規則第６条第１項第１号及び第２項に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更と

する。 

(１) 補助対象経費について、20パーセント以上増減する場合又は補助金の交付決定額に変更を

伴う場合 

(２) 事業又は事業箇所を変更する場合 

(３) 事業を中止する場合 

２ 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、これを審査した上で、変更の可否を決

定し、通知するものとする。 

３ 補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、第１項に規定する軽微な

変更をしたときは、遅滞なく、その旨を紫波町脱炭素先行地域づくり事業軽微な変更届（様式第

６号）により、町長に届け出なければならない。 

（前金払） 

第５ 交付決定者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、紫波町脱炭素先行地域づくり事

業補助金前金払請求書（様式第７号）を町長に提出しなければならない。 

（実績報告） 

第６ 交付決定者は、申請した事業が完了したときは、紫波町脱炭素先行地域づくり事業補助金実

績報告書（様式第８号）に必要書類を添えて、当該補助事業が完了した日から１月を経過する日

又は交付決定を受けた日の属する年度の２月末日のいずれか早い日までに町長に提出しなければ

ならない。 

（決定の取消し等） 

第７ 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当する場合においては、補助金の交付決定の全部又

は一部を取り消すことがある。 

(１) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。 

(２) 建築基準法（昭和25年法律第201号）等の規定に違反したとき。 

(３) この要綱の規定に違反したとき。 

(４) その他町長が適当でないと認めたとき。 

２ 町長は、前項に規定する決定の取消しがあったときは、紫波町脱炭素先行地域づくり事業補助

金交付決定取消通知書（様式第10号）により、通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第８ 町長は、第７の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、既に交付した補助金につ
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いて、その全部又は一部の返還を命ずることがある。 

（書類の整備保管） 

第９ 交付決定者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、事業終了年度の翌年度か

ら起算して10年間保存しなければならない。 

（提出書類及び提出期日） 

第10 規則に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表２のとおりとする。 

（補則） 

第11 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

別表１（第２関係） 

１ 太陽光発電設備 

補助金交付の目的 太陽光発電設備に係る設置費用の一部を補助することにより、太陽光発

電設備の更なる普及と再生可能エネルギーの利用促進を図る。 

補助対象者 太陽光発電設備を設置する者（ＰＰＡ及びリースにより導入するものを

含む。）で、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に

帰属させるもの（投資型太陽光発電を除く。） 

補助対象事業 土地若しくは建物に太陽光発電設備を設置する事業で、次に掲げる用件

を全て満たすものとする。 

(１) 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領（令和４年環政計

発第2203303号。以下「国実施要領」という。）別紙１の１脱炭素

先行地域づくり事業(２)ア(ア)太陽光発電設備に定める交付要件

を満たすこと。 

(２) 発電した電力のうち、一定の割合（業務用：50％、家庭用30％）

以上を自家消費するものであること。 

(３) 紫波町内に設置されるものであること。 

(４) 他の補助制度等を利用していないこと。 

補助金額 太陽光発電設備設置にかかる費用の２／３以内（当該設備設置に直接関

係のない建物の新築・改修等、土地の造成、建物の耐荷重に関する調査

等にかかる費用を除く。）とし、1,000円未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てる。 
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２ 蓄電池 

補助金交付の目的 再生可能エネルギー発電設備に接続する蓄電池に係る設置費用の一部

を補助することにより、再生可能エネルギー発電設備の普及と再生可能

エネルギーの利用を促進する。 

補助対象者 再生可能エネルギー発電設備の付帯設備として蓄電池を設置する者（Ｐ

ＰＡ及びリースにより導入するものを含む。ただし、停電時等のみに利

用する非常用予備電源を除く。） 

補助対象事業 土地若しくは建物に蓄電池を設置する事業で、次に掲げる用件を全て満

たすものとする。 

(１) 国実施要領別紙１の１脱炭素先行地域づくり事業(２)イ(エ)

蓄電池に定める交付要件を満たすこと。 

(２) 蓄電池は、業務用にあっては4,800Ａｈ・セル以上、家庭用に

あっては4,800Ａｈ・セル未満のものに限る。 

(３) 紫波町内に設置されるものであること。 

(４) 他の補助制度等を利用していないこと。 

補助金額 蓄電池の設置にかかる費用の３／４以内（当該設備設置に直接関係のな

い建物の新築・改修等及び土地の造成等にかかる費用を除く。）とし、

1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

３ 高効率空調設備、高効率給湯器 

補助金交付の目的 高効率空調設備又は高効率給湯器（以下「高効率換気空調設備等」とい

う。）の設置費用の一部を補助することにより、エネルギー消費を抑制

するとともに、二酸化炭素の排出抑制を促進する。 

補助対象者 高効率空調設備等を設置する者 

補助対象事業 既存建物に高効率空調設備等を設置する事業で、次に掲げる用件を全て

満たすものとする。 

(１) 国実施要領別紙１の１脱炭素先行地域づくり事業(２)ウ(テ)

高効率換気空調設備、高効率照明機器、高効率給湯器、高効率融雪

設備、コージェネレーション等に定める交付要件を満たすこと。 

(２) 紫波町内に設置されるものであること。 
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(３) 他の補助制度等を利用していないこと。 

補助金額 高効率空調設備等の設置にかかる費用の２／３以内（当該設備設置に直

接関係のない建物の改修等にかかる費用を除く。）とし、1,000円未満

の端数があるときは、これを切り捨てる。 

４ 既存住宅断熱改修 

補助金交付の目的 既存住宅の断熱性能の向上に資するガラス、窓、玄関ドアの交換及び断

熱材の設置（以下「断熱改修」という。）にかかる費用の一部を補助す

ることにより、既存住宅の断熱性能の向上を図るとともに、二酸化炭素

の排出抑制を促進する。 

補助対象者 既存住宅の断熱改修を行う者 

補助対象事業 既存建物の断熱改修を行う事業で、次に掲げる用件を全て満たすものと

する。 

(１) 国実施要領という。）別紙１の１脱炭素先行地域づくり事業

(２)ウ(ス)既存住宅断熱改修に定める交付要件を満たすこと。 

(２) 紫波町内の既存住宅において実施されるものであって、現に事

業実施主体自身が居住し又は今後所有する予定であること。 

(３) 他の補助制度等を利用していないこと。 

補助金額 既存住宅の断熱改修にかかる費用の２／３以内（断熱改修と直接関係の

ない建物の改修等にかかる費用を除く。）とし、1,000円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てる。ただし、戸建住宅１戸あたり1,200,000

円、集合住宅１戸ごと150,000円を上限とし、玄関ドアについては、戸

建住宅１戸あたり50,000円、集合住宅１戸ごと50,000円を上限とする。 

５ ＥＶ清掃車 

補助金交付の目的 ＥＶ清掃車の購入及び付帯する充放電設備の設置にかかる費用の一部

を補助することにより、二酸化炭素の排出抑制を促進する。 

補助対象者 ＥＶ清掃車の購入及び付帯する充放電設備の設置を行う廃棄物処理業

の許可を受けた事業者 

補助対象事業 ＥＶ清掃車の購入及び付帯する充放電設備の設置を行う事業で、次に掲

げる用件を全て満たすものとする。 
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(１) 国実施要領別紙１の１脱炭素先行地域づくり事業(２)ウ(タ)

ＥＶ清掃車に定める交付要件を満たすこと。 

(２) 紫波町内に配置されるものであること。 

(３) 他の補助制度等を利用していないこと。 

補助金額 ＥＶ清掃車の購入及び付帯する充放電設備の設置にかかる費用の２／

３以内（ただし、充放電設備のみの設置を除く。）とし、1,000円未満

の端数があるときは、これを切り捨てる。 
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別表２（第10関係） 

条項 提出書類及び添付書類 様式 提出部数 提出期日 

規則第４条の

規定による書

類 

紫波町脱炭素先行地域づくり事業補助金交付申

請書 

第１号 １部 別に定め

る。 

１ 事業内容が分かる書類   

２ 見積書（複数の業種に渡る場合は全て）   

３ 導入する機器等のカタログ（設置する機器

は全て） 

  

４ 機器の設置図面（写真への図示も可）   

５ 振込口座確認書 第２号 １部 

６ 交付要件等施工業者確認書 第３号 １部 

７ 省ＣＯ２効果確認書 第４号 １部 

８ その他町長が必要と認める書類   

規則第６条第

１項第１号、第

２号及び第３

号の規定によ

る承認を受け

る場合の書類 

紫波町脱炭素先行地域づくり事業変更承認申請

書 

第５号 １部 変更（中

止）の理由

が生じた

日から15

日以内 

１ 変更内容がわかる書類  １部 

２ 変更見積書 

３ その他町長が必要と認める書類 

 １部 

規則第13条第

１項、第４項の

規定による書

類 

紫波町脱炭素先行地域づくり事業補助金請求書 第９号 １部 様式６号

の受領後、

20日以内 

１ その他町長が必要と認める書類   
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様式第１号（別表２関係） 
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様式第２号（別表２関係） 
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様式第３号（別表２関係） 
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様式第４号（別表２関係） 
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様式第５号（別表２関係） 
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様式第６号（第４関係） 
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様式第７号（第５関係） 
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様式第８号（第６関係） 
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様式第９号（別表２関係） 
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様式第10号（第７関係） 

 


